
 令  和  ５  年  10  ⽉  ５  ⽇ 

 肝  付  町  今  後  の  学  校  の  在  り  ⽅  検  討  委  員  会     会  ⻑     殿 

 肝  付  町  教  育  委  員  会 

 肝  付  町  今  後  の  ⼩‧  中  学  校  等  の  在  り  ⽅  に  つ  い  て  （諮  問） 

    令  和  ２  年  度  ま  で  肝  付  町  全  体  で  1,000  ⼈  を  超  え  て  い  た  児  童  ⽣  徒  の  数  は、  今  後 
 10  年  も  経  た  な  い  う  ち  に  800  ⼈  を  切  り、  ⼩‧  中‧  義  務  教  育  学  校  （以  下  「⼩‧  中 
 学  校  等」  と  い  う。）  の  ⼩  規  模  化  は  さ  ら  に  進  む  こ  と  が  予  想  さ  れ  ま  す。 
    あ  る  ⼀  定  の  規  模  を  標  準  と  し  て  様々  な  制  度  設  計  が  ⾏  わ  れ  て  い  る  我  が  国  の  学  校 
 教  育  に  お  い  て、  特  に、  ⼩‧  中  学  校  等  は、  単  に  教  科  等  の  知  識  や  技  能  を  習  得  す  る 
 た  め  だ  け  で  な  く、  児  童  ⽣  徒  が  集  団  の  中  で、  多  様  な  考  え  に  触  れ、  認  め  合  い、  協 
 ⼒  し  合  い、  切  磋  琢  磨  す  る  こ  と  を  通  じ  て、  思  考  ⼒  や  表  現  ⼒、  判  断  ⼒、  問  題  解  決 
 能  ⼒  な  ど  を  育  み、  社  会  性  や  規  範  意  識  を  ⾝  に  付  け  る  場  と  さ  れ  て  お  り、  ⼩‧  中  学 
 校  等  の  設  置  者  に  は、  そ  れ  ぞ  れ  の  地  域  の  実  情  に  応  じ  た  最  適  な  学  校  教  育  の  在  り  ⽅ 
 や  規  模  を  主  体  的  に  検  討  す  る  こ  と  が  求  め  ら  れ  て  い  ま  す。  近  隣  市  町  に  お  い  て  も 
 「学  校  規  模  適  正  化  （学  校  再  編）  基  本  ⽅  針  （以  下  「基  本  ⽅  針」  と  い  う。）」  を  定 
 め  る  な  ど  し、  保  護  者  や  地  域  住  ⺠  の  理  解  と  協  ⼒  を  得  な  が  ら、  ⼩‧  中  学  校  等  の  規 
 模  適  正  化  の  取  組  が  進  め  ら  れ  て  い  る  と  こ  ろ  で  す。 
    ま  た、  本  町  の  ⼩‧  中  学  校  等  の  多  く  は  概  ね  建  築  後  50  年  を  経  過  し  た  校  舎  等  を  有 
 し  て  お  り、  ⽼  朽  化  対  策  は  急  務  で  あ  り、  ま  た、  障  害  の  あ  る  児  童  ⽣  徒  が  ⽀  障  な  く 
 安  ⼼  し  て  学  校  ⽣  活  を  送  る  こ  と  が  で  き  る  よ  う、  バ  リ  ア  フ  リー  化  な  ど  に  も  取  り  組 
 む  必  要  が  あ  り  ま  す。 
    以  上  の  よ  う  な  こ  と  か  ら、  義  務  教  育  の  機  会  均  等  や  教  育  ⽔  準  の  維  持‧  向  上  を  図 
 る  た  め、  ⼩‧  中  学  校  等  の  規  模  の  適  正  化  や  ⼩  規  模  化  に  伴  う  諸  課  題  へ  の  対  応  策  な 
 ど  を  講  じ  る  必  要  が  あ  る  こ  と  か  ら、  肝  付  町  今  後  の  学  校  の  在  り  ⽅  検  討  委  員  会  設  置 
 条  例  （令  和  ５  年  肝  付  町  第  20  号）  第  ２  条  に  基  づ  き、  今  後  の  ⼩‧  中  学  校  等  の  在  り 
 ⽅  に  つ  い  て  諮  問  し  ま  す。 

 【参  考】  肝  付  町  今  後  の  学  校  の  在  り  ⽅  検  討  委  員  会  設  置  条  例  （令  和  ５  年  肝  付  町  第  20  号）  抜  粋 
 （設  置） 
 第  １  条     肝  付  町  ⽴  学  校  （⾼  ⼭  准  看  護  学  校  を  除  く。  以  下  「学  校」  と  い  う。）  の  教  育  効  果  の  向  上  を  図 
    り、  そ  の  規  模  及  び  配  置  等  の  適  正  化  を  調  査  審  議  す  る  た  め、  肝  付  町  今  後  の  学  校  の  在  り  ⽅  検  討  委  員 
    会  （以  下  「検  討  委  員  会」  と  い  う。）  を  設  置  す  る。 
 （所  管  事  項） 
 第  ２  条     検  討  委  員  会  は、  教  育  委  員  会  の  諮  問  に  応  じ、  学  校  の  規  模  及  び  配  置  等  の  適  正  化  を  調  査  審  議 
    す  る。 


